
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

退職金の削減提案内容 

ボーナス支給日を目前に控えた１２月６日（水）に、郡市長
は市労連に対して、退職金削減の申し入れをして来ました。5
年前に支給率が100分の104から100分の87に引き下げられた
のは記憶に新しいところです。（約400万円の削減）更には、地
域手当の見直しにより、2016年4月から、給料は、高齢層で約
４％削減されました。（現給保障中）これにより、本俸を算定基
礎とする退職金も約４％減ってしまったわけですが、今回更な
る削減の提案がされてしまいました。 

この提案は、国家公務員の退職金削減に連動したものであ
り、人事委員会で勧告された内容ではない事から、市労連とし
ては容認できないとの立場をとります。 

労務課が作成した支給率表を見ると、定年退職の場合で、
35年以上勤務すると、これまでは支給率は49.59月でした。こ
れが、47.709月になります。この数字を使って、いくら減額にな
るか試算してみました。 

 
大卒35年以上で退職時に2-150号（411,800円）の場合 
 
現行制度 
給料月額 411,800×49.59月 ＝ 20,421,162 円 
退職調整  32,500× 60月  ＝  1,950,000 円 
                   計 22,371,162 円 
 
提案された内容だと 
給料月額 411,800×47.709月 ＝ 19,646,566 円 
退職調整  32,500× 60月  ＝  1,950,000 円 
                   計 21,596,566 円 （ △774,596 円 ） 
 
国家公務員については、は今年退職の人から削減されるのに対して、仙台市では、施行は来年の4月1日となっています。つまり、今年

度で退職する人はこれまで通り支給し、来年度から削減の提案となっています。 
また、退職金の計算方法について、給料表切り下げ前の（400万円減る前の）給料表（切り下げ時点の号俸）で計算した退職金と、現行

の給料表（現在の号俸）で計算した退職金のいずれか高い方で支給するとした経過措置についても、今年度限りで終わりにするという事
も申し入れられました。 

単組交渉結果 

12月5日（火）に、教職員課と確定交渉を受けた事務折衝を行いました。今年
は人事委員会が給料表の改定をしましたので、給料明細に「給料差額」という項
目が無い人（現給保障されていない人）は給料月額が4月に遡って改定される
ので、4月～12月分の未支給の給料を差額として受け取ることが出来ます。また、
子供の扶養手当も一人目のみ600円増額の勧告を受け入れたので、子供を扶
養している職員は6,000円（600円×10月）の差額が発生。そして、勤勉手当＋0.1
月分も12月8日の支給には間に合いませんので、差額となります。 

これらの差額については、年内（12月26日目処）に支給されます。また、行政
職では既に始まっている人事評価ですが、教職員については、今年度の評価を
賃金や期末勤勉手当に反映させることは無いという事を確認しました。 

週3日の再任用について 

これまでは、希望すれば確実に雇用された再任用短時間ですが、仙台市で
は定数外の扱いをしている事から、このまま再任用週3日の制度を持ち続ける
ことは、希望者の増加に伴い困難になってきています。今年度退職者の希望は
全て叶いますが、来年度以降については見通せない状況になってきています。 

退職金削減の提案される！ 
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市労連 6,000 人の組合員と働きやすい職場づくりに取り組もう！ 

平成２９年１２月６日 
 
 仙台市労働組合連合会 
  執行委員長  太田 昌彦 様 
 
                  仙台市長 郡 和 子 
 

退職手当の制度改正について 
 
 国家公務員退職手当法が改正され，平成３０年１月１日から
国家公務員の退職手当支給水準が見直されるところです。 
 つきましては，本市においても退職手当制度の適正化を図る
ため，下記の内容により退職手当支給水準を見直すこととした
いので，申し入れます。 
 

記 
 
１ 退職手当の額の計算に係る現行の調整率１００分の８７
を１００分の８３．７に引き下げるものとし，実施日は平成
３０年４月1日とする。 

 
２ 平成２８年１月１３日付け市労連確認書７の経過措置の
実施期間については，平成３０年３月３１日とする。 

以上 
 

ある学校の管理職がこんなつぶやきをしてい

た。 
「なぜこんなルールがあるのかを一緒に考え

てあげないで、自分の保身のために生徒にルー

ルを押し付ける教師が多いから、世間から学校

の評判が悪くなるんだ。結局は自分のためじゃ

ないか。僕が生徒だったら絶対そんな教師には

逆らっていただろうな。」 
 生徒と一緒に考えるっていうこと、授業でも

そうだし、生徒指導でもそうだし、そして悩ん

で、相談して、みんなで考える。より良い学校

を、より良い教育をつくるために。 
 あなたも、くみあいに入ってみませんか？ 

裏面をご記入の上、分会員へ！ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

組合加入申込書 
 
私は、教職員の勤務条件の維持改善と経済的社会

的地位の確立を図るとともに、教育の民主的建設及

び組合員の機能的識見の向上を図り文化の進展に

寄与するために加入を申し込みます。 
 
 
 

 
（フリガナ） 
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２０１ 年  月  日 
 

宮城県高等学校・障害児学校教職員組合執行委員長 殿 
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